
平成˜ 年œ月˜Ÿ日 金曜日 (号外第˜—˜号)官 報
第
三
条

新
法
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
の

規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
、
第
二
審
で
あ
る
高

等
裁
判
所
又
は
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
口
頭
弁
論
が
終

結
し
た
事
件
及
び
簡
易
裁
判
所
の
判
決
又
は
地
方
裁
判

所
が
第
一
審
と
し
て
し
た
判
決
に
対
し
て
上
告
を
す
る

権
利
を
留
保
し
て
控
訴
を
し
な
い
旨
の
合
意
を
し
た
事

件
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

新
法
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
、
訴
訟
の
完
結
し
た
事
件
、
第

二
審
で
あ
る
高
等
裁
判
所
又
は
地
方
裁
判
所
に
お
け
る

口
頭
弁
論
が
終
結
し
た
事
件
及
び
簡
易
裁
判
所
の
判
決

又
は
地
方
裁
判
所
が
第
一
審
と
し
て
し
た
判
決
に
対
し

て
上
告
を
す
る
権
利
を
留
保
し
て
控
訴
を
し
な
い
旨
の

合
意
を
し
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
施
行
前
に
犯
し
た
犯
罪
行
為
に
よ
り
生
じ
た
財
産
等

に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
犯
罪
の
国
際
化
及
び

組
織
化
並
び
に
情
報
処
理
の
高
度
化
に
対
処
す
る
た
め

の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法

律
第

号
）の
施
行
の
日
後
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
九

条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条

の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
財
産
上
の
不
正
な

利
益
を
得
る
目
的
で
犯
し
た
旧
法
第
五
十
六
条
の
罪
の

犯
罪
行
為
（
日
本
国
外
で
し
た
行
為
で
あ
っ
て
、
当
該

行
為
が
日
本
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば

同
条
の
罪
に
当
た
り
、
か
つ
、
当
該
行
為
地
の
法
令
に

よ
り
罪
に
当
た
る
も
の
を
含
む
。）に
よ
り
生
じ
、
若
し

く
は
当
該
犯
罪
行
為
に
よ
り
得
た
財
産
又
は
当
該
犯
罪

行
為
の
報
酬
と
し
て
得
た
財
産
に
関
し
て
こ
の
法
律
の

施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
し
て
も
、
適
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
財
産
は
、
組
織
的
な
犯
罪

の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
二

条
第
二
項
第
一
号
の
犯
罪
収
益
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
犯
し
た
罪
の
公
訴
時
効

の
期
間
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
七
十
三
条
第
三
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
六
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の

の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
一
章

総
則

第
五
条
の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
二
章

自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
等
の
総
量
の

削
減
に
関
す
る
基
本
方
針
及
び
計
画

第
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
窒
素
酸
化
物
総
量
削
減
計

画
の
策
定
」
の
下
に「
、
第
十
五
条
第
一
項
の
窒
素
酸
化

物
重
点
対
策
地
区
の
指
定
」
を
加
え
、「
第
十
五
条
第
一

項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
該
当
す
る
」
を
「
該
当
し
、
又
は
該
当
し
な
く
な
っ

た
」
に
改
め
、「
定
め
る
政
令
」
の
下
に
「
の
制
定
又
は

改
廃
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
六
項
中
「
変
更
」
の
下
に「（
第
十
六
条
第
一

項
の
窒
素
酸
化
物
重
点
対
策
計
画
を
策
定
し
、
又
は
変
更

す
る
場
合
を
含
む
。）」を
加
え
る
。

第
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「
粒
子
状
物
質
総
量
削
減
計

画
の
策
定
」
の
下
に「
、
第
十
七
条
第
一
項
の
粒
子
状
物

質
重
点
対
策
地
区
の
指
定
」
を
加
え
、「
第
十
五
条
第
一

項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
該
当
す
る
」
を
「
該
当
し
、
又
は
該
当
し
な
く
な
っ

た
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
変
更
」
の
下
に「（
第
十
八
条
第
一

項
の
粒
子
状
物
質
重
点
対
策
計
画
を
策
定
し
、
又
は
変
更

す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
章
名
及
び
節
名
を
加
え
る
。

第
三
章

自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
等
の
総
量
の

削
減
に
関
す
る
特
別
の
措
置

第
一
節

窒
素
酸
化
物
排
出
自
動
車
等
に
関
す

る
措
置

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
」
を「
第
三
十
三
条
」

に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
を
第
四
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の

章
名
を
付
す
る
。

第
五
章

罰
則

第
二
十
六
条
を
第
四
十
七
条
と
し
、
第
二
十
三
条
か
ら

第
二
十
五
条
ま
で
を
二
十
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中「（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二

号
）」を
削
り
、「
第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
及
び
第
二

十
条
第
一
項
」
を「
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
、

第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま

で
及
び
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
、「
第

十
六
条
、
第
十
八
条
、第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
第
一
項
」

を
「
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五
条
、
第
三

十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま

で
の
規
定
」
に
、「
並
び
に
第
十
七
条
」
を「
第
三
十
三
条
」

第
三
十
条
を
第
五
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

第
五
十
二
条

第
二
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
又

は
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、

又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。

第
二
十
九
条
第
二
号
中
「
第
十
八
条
又
は
第
二
十
条
第

一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第

三
十
四
条
、
第
三
十
七
条
若
し
く
は
第
四
十
一
条
第
一
項

か
ら
第
四
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四
十
三
条
第
一

項
」
に
、「
第
二
十
条
第
一
項
（
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を

「
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
第
四
十
三
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第

一
号
中
「
第
十
七
条
（
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
三

十
三
条
又
は
第
三
十
六
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

四
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、

同
号
の
前
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

一

第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第

二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者

二

第
二
十
条
第
二
項
（
第
二
十
三
条
第
三
項
、
第
二

十
四
条
第
五
項
及
び
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
添
付
書
類
で
あ
っ
て
、

虚
偽
の
記
載
の
あ
る
も
の
を
提
出
し
た
者

三

第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
第
四
項
又
は
第

二
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四

第
二
十
四
条
第
四
項
又
は
第
二
十
五
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
虚
偽
の
届

出
を
し
た
者

五

第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は

虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

第
二
十
九
条
を
第
五
十
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
第
十

九
条
第
三
項
（
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条

第
三
項
（
第
四
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四

十
九
条
と
す
る
。

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物

質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
五
十
号

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子

状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物

質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

題
名
の
次
に
次
の
目
次
及
び
章
名
を
付
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
e

第
五
条
）

第
二
章

自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
等
の
総
量
の
削
減

に
関
す
る
基
本
方
針
及
び
計
画
（
第
六
条
e

第
十
一
条
）

第
三
章

自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
等
の
総
量
の
削
減

に
関
す
る
特
別
の
措
置

第
一
節

窒
素
酸
化
物
排
出
自
動
車
等
に
関
す
る
措

置
（
第
十
二
条
e

第
十
四
条
）

第
二
節

窒
素
酸
化
物
重
点
対
策
地
区
等
に
関
す
る

措
置
（
第
十
五
条
e

第
三
十
条
）

第
三
節

事
業
者
に
関
す
る
措
置
（
第
三
十
一
条
e

第
四
十
三
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
四
十
四
条
e

第
四
十
八
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
四
十
九
条
e

第
五
十
二
条
）

附
則

（
検
討
）

第
七
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し

た
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
法
の
規
定
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
法
及
び
独
立
行

政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
五
十
三
条
の

二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

一

独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百
八
十
四
号
）
第
十
一
条
第
二
項
第
一

号
二

独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
一
条
第
二
項
第
二

号

農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

若
林

正
俊

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Ÿ
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